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(57)【要約】
本発明は、表示システム、特に販売場所での価格の表示
システムの電子ラベル(10)に関連し、表示スクリーン(1
)、表示可能なデータ項目を格納するメモリ(2)、表示シ
ステムの中央サーバ(3)を備えるインターフェース手段(
4)、ならびに中央サーバからメモリ(2)へとインターフ
ェース手段(4)を通じて伝送されたデータ項目の格納の
制御、およびメモリ(2)内に格納されたデータ項目の表
示スクリーン(1)上への表示の制御を行う処理ユニット
を電子ラベルは備える。そのラベルはさらに、ＲＦＩＤ
無線周波数を用いた識別チップ(7)に格納された情報項
目を読み取るための読取手段(6)を備え、チップRFID(7)
の情報項目が処理ユニット(5)の命令によって電子ラベ
ル(10)の表示スクリーン(1)に表示可能となるように、
処理ユニット(5)は、読取手段によるRFIDチップ(7)に格
納された情報項目の読み取りの制御、およびメモリ(2)
内への読み込まれた情報項目の格納のためにも使用され
ることを特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示スクリーン（１）、表示されるデータを格納するメモリ（２）、表示システムの中
央サーバ（３）と連結するためのインターフェース手段（４）、ならびに中央サーバ（３
）によってインターフェース手段（４）を介して伝送されたデータのメモリ（２）内への
格納の制御およびメモリ（２）内に格納されたデータの表示スクリーン（１）上への表示
の命令を行うように設計された処理ユニット（５）を備える、特に販売場所での価格およ
び管理データの表示システムのための電子ラベル（１０）であって、
　無線周波数識別チップすなわちＲＦＩＤチップ（７）に格納された情報を読み取るため
の読取手段（６）を電子ラベル（１０）がさらに備えること、ならびに、処理ユニット（
５）の要求に応じてＲＦＩＤチップ（７）からの情報が電子ラベル（１０）の表示スクリ
ーン（１）に表示されうるように、ＲＦＩＤチップ（７）に格納された情報の読取手段（
６）による読み取りおよび読み込まれた情報のメモリ（２）内への格納を命令するように
も処理ユニット（５）が設計されていることを特徴とする電子ラベル（１０）。
【請求項２】
　ＲＦＩＤ読取手段（６）が、その読取手段（６）に近づけられたＲＦＩＤチップ（７）
の内容情報を読み取ることができるように設計された近接読取手段であることを特徴とす
る、請求項１に記載のラベル。
【請求項３】
　ＲＦＩＤ読取手段の読取距離を制御するための手段を備えること、および処理ユニット
(5)が当該読取距離を制御するための手段を制御するようにも設計されていることを特徴
とする、請求項１に記載のラベル。
【請求項４】
　その読取範囲内にＲＦＩＤチップが存在することを検出するための手段を備えることを
特徴とする、請求項３記載のラベル。
【請求項５】
　メモリ（２）が、表示システムの中央サーバからきたデータを格納するために確保され
た第一の領域、および一つまたは複数のＲＦＩＤチップから読み取ったデータを格納する
ために確保された第二の領域を備えることを特徴とする、請求項１から４のいずれか１項
に記載のラベル。
【請求項６】
　ひとたびインターフェース手段（４）を介して処理ユニット（５）へと表示命令が送ら
れれば、ＲＦＩＤチップ（７）に格納された情報の表示が処理ユニット（５）によって命
令されることを特徴とする、請求項１から５のいずれか１項に記載のラベル。
【請求項７】
　ＲＦＩＤチップ（７）に格納された情報の表示が処理ユニット（５）によって自動的に
実行されることを特徴とする、請求項１から５のいずれか１項に記載のラベル。
【請求項８】
　ひとたびインターフェース手段（４）を介して処理ユニット（５）へと待機または起動
命令が送られれば、処理ユニット（５）が読取手段（６）の待機および起動を交互に命令
するようにも設計されていることを特徴とする、請求項１から７のいずれか１項に記載の
ラベル。
【請求項９】
　処理ユニット（５）が、ＲＦＩＤ情報の時限表示を命令するようにも設計されているこ
とを特徴とする、請求項１から８のいずれか１項に記載のラベル。
【請求項１０】
　処理ユニット（５）が、メモリ（２）内に格納されたＲＦＩＤ情報を処理するようにも
設計されていることを特徴とする、請求項１から９のいずれか１項に記載のラベル。
【請求項１１】
　メモリ（２）内に格納されたＲＦＩＤ情報を中央サーバに伝送し、かつＲＦＩＤ情報の
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格納、処理、および／または表示に関連する追加情報を中央サーバから受け取るようにも
、処理ユニット（５）が設計されていることを特徴とする、請求項１から１０のいずれか
１項に記載のラベル。
【請求項１２】
　ラベルのアドレスがＲＦＩＤチップの識別子の全てまたは一部に相当することを特徴と
する、請求項１から１１のいずれか１項に記載のラベル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に価格および販売場所の管理データを表示するためのシステム用の電子ラ
ベルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示システムの主たる目的は、ハイパーマーケット、スーパーマーケット、または他の
いかなる販売場所（例えば薬局など）のような場所の陳列棚において、顧客に、販売され
る各物品について、価格を示すことを可能とすることにある。その表示システムのおかげ
で、上記の価格が販売店のマスターファイルに現れる価格、すなわち、その物品を購入す
るために支払場所において効果的に使用される価格に信頼性高く対応していることが知ら
れる。さらには、販売店における特別の販売促進時間になされるため、全ての物品のため
もしくは物品のいくつかのため、為替の上昇費用を転嫁するため、または販売価格をとて
も頻繁に上げなければならないインフレ環境に対抗するためなどいずれの目的で価格変更
されるに関わらず、そのようなシステムは手動表示に比べてはるかに短時間での自動的な
価格変更を可能とする。
【０００３】
　そのような表示システム用の電子ラベルは一般的に、電子棚札ＥＳＬの用語で知られて
いる。そのようなＥＳＬラベルは、典型的に、（たとえばＬＣＤスクリーンの形状の）表
示スクリーン、表示されるデータを格納するメモリ、およびメモリ内に格納されたデータ
の表示を命令するために特に設計されたマイクロプロセッサを備える。
【０００４】
　バーコードは一般に販売店内の製品に対して、それらの製品の個別認識を可能とするた
めに貼り付けられている。しかしながら、製品のトレーサビリティの必要性がますます重
要となってきているため、バーコードは、そのうち、おそらく消えてなくなり、さらに高
機能な識別手段、すなわち、無線周波数識別チップすなわちＲＦＩＤチップに置き換えら
れるであろう。
【０００５】
　各ＲＦＩＤチップは固有の識別番号を有しており、そのようなチップが貼り付けられた
各製品は、それゆえ、個別に認識されうる。貼り付けられた製品の識別情報に加え、ＲＦ
ＩＤチップは次の情報を有することができる：製造日、製造場所、生産者名、流通者名、
コンテナ番号、パレット番号、輸送時間、販売単位、包装単位、保管温度、製品処理、陳
列棚に製品が配置された日付など。
【０００６】
　もちろん、このリストは完全ではない。変形または移動工程のそれぞれに関する多くの
興味あるデータは、それらの関係者にとって重要である。
　読み取り目的でのみアクセスしうる「受動的」なチップと、読み取り及び書き込み目的
でアクセスしうる「能動的」なチップとを区別することが重要であることは指摘されるべ
きであろう。
【０００７】
　ＲＦＩＤ内に格納される情報にアクセスすることができるように、ＲＦＩＤに問い合わ
せするよう特に設計された読取装置が活用される。この読取装置は一般に、読み取られた
情報を表示することを可能とする表示ユニットと関連付けられる。
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【０００８】
　読取装置および関連付けられた表示ユニットは、そのようなＲＦＩＤ情報の収集責任者
である販売店の従業員によって使用されるように設計された携帯端末に一体化されていて
もよい。しかしながら、そうすると、これらの従業員のおのおのがそのような端末をいつ
でも使用可能としていることが必要となる。このことは、従業員のための設備に関して潜
在的な高コストになることをもたらす。さらに、従業員はいつもこの端末を持ち歩かなく
てはならず、このことは現実的でないことを証明しているかもしれない（紛失リスク、大
きなサイズ、など）。
【０００９】
　読取装置および関連付けられた表示ユニットは、販売店内に設置されるように設計され
た端末に一体化されていてもよい。このとき、従業員は製品に関連付けられたＲＦＩＤチ
ップに格納された情報に対してアクセスするために、製品をその端末まで持ってくる必要
がある。そのような作業は、頻繁に行われるときは特に、従業員にとって面倒なことであ
ることを証明しているかもしれない（陳列棚から端末までの距離、製品の重さ）。いずれ
にしても、時間の無駄をもたらす。
【００１０】
　したがって、従来技術における上記のような不利な点を示さない、製品に貼り付けられ
たＲＦＩＤチップに格納された情報を得ることを可能にする装置が必要である。
　本発明の目的は、こうした要求に応えることであり、この目的のために、本発明は、販
売場所において特に価格を表示するシステム用の電子ラベルであって、表示スクリーン、
表示されるデータを格納するメモリ、表示システムの中央サーバと連結するインターフェ
ース手段、およびインターフェース手段を経由して中央サーバによって伝送されたデータ
のメモリ内の格納を制御し、メモリ内に格納されたそのデータの表示スクリーン上への表
示の命令を行うように設計された処理ユニットを備え、特徴的なこととして、その電子ラ
ベルは、無線周波数識別チップすなわちＲＦＩＤチップに格納された情報を読み取るため
の読取手段をさらに備え、加えて、処理ユニットは、その処理ユニットの要求に応えて電
子ラベルの表示スクリーンにＲＦＩＤチップからの情報が表示されうるように、ＲＦＩＤ
チップに格納された情報の読取手段による読み取りおよびその読み取った情報のメモリへ
の格納を命令するようにも設計されている電子ラベルを提案する。
【００１１】
　いくつかの好ましい、しかし限定されない、本ラベルの態様は次のとおりである：
　・ＲＦＩＤ読取手段は、その読取手段に近づけられたＲＦＩＤチップの内容情報を読み
取ることが可能なように設計された近接読取手段である；
　・ＲＦＩＤ読取手段の読取距離を制御するための手段を備え、処理ユニットは読取距離
を制御するための手段を制御するように設計されている；
　・その読取距離内にＲＦＩＤが存在することを検出する手段を備える；
　・メモリは、表示システムの中央サーバから来るデータを格納するために確保された第
一の領域、および一つまたは複数のＲＦＩＤチップから読み込まれたデータを格納するた
めに確保された第二の領域を備える；
　・ひとたび表示命令がインターフェース手段を介して処理ユニットに送られれば、ＲＦ
ＩＤチップに格納された情報を表示することが、処理ユニットによって命令される；
　・ＲＦＩＤチップに格納された情報を表示することが、処理ユニットによって自動的に
実行される；
　・処理ユニットは、ひとたび待機または起動命令がインターフェース手段を介して処理
ユニットに送られれば、読取手段の待機および起動を相互に命令するようにも設計されて
いる；
　・処理ユニットは、ＲＦＩＤ情報の時限表示を命令するようにも設計されている；
　・処理ユニットは、メモリ内に格納されたＲＦＩＤ情報を処理するようにも設計されて
いる；
　・処理ユニットは、メモリ内に格納されたＲＦＩＤ情報を中央サーバに伝送するととも
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に、ＲＦＩＤ情報の格納、処理、および／または表示に関連する追加情報を中央サーバか
ら受け取るようにも設計されている；
　・ラベルのアドレスは、ＲＦＩＤチップの識別装置の全部または一部に相当する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明の他の特徴、目的および利点は、非限定的な実施例を手段として与えられ、添付
される図面を参照とする、以下の本発明の好適態様の詳細な説明を読むとより明らかとな
る。
【００１３】
　本発明の目的は、販売場所の従業員および／または顧客にこの販売場所に配置された製
品に関連する情報を提供できるようにすることである。さらに具体的には、製品の配置や
トレーサビリティのみならず陳列棚を管理すること（製品、在庫、補充などの識別子の情
報）を可能にする道具を提供することを目的とする。
【００１４】
　本発明に係る「製品」情報は、より具体的には、製品に取り付けられた無線周波数識別
チップすなわちＲＦＩＤチップに格納される情報である。
　拡張すれば、この情報は、表示システムの中央サーバに格納される情報（価格、ロイヤ
ルティ報奨金など）であって、ＲＦＩＤチップに格納された追加情報を読み込んだ後に入
手可能とされうる情報でもある。
【００１５】
　本発明は新しいタイプの電子棚札を提案する。本発明によれば、ＲＦＩＤチップの内容
情報（content）を読み取り、その内容情報または（例えば、計算したり、サーバ内に格
納された追加情報を取り出したりすることによって）それから導き出される他の情報をラ
ベルのスクリーンに表示することができるように、ＲＦＩＤの読取手段はラベル内に一体
化される。
【００１６】
　販売場所の表示システムの電子ラベルは全て本発明に係るラベルにしてもよい。もちろ
ん、例えば、陳列棚ごとに本発明に係るラベルを一つ、ラックごとに一つ、または通路ご
とに一つというように、販売場所に設置された電子ラベルのいくつかのみを本発明に係る
ものとすることは可能である。
【００１７】
　図１は、本発明の一つの取り得る実施形態に係る電子ラベル１０の概要を示している。
　本発明に係るラベル１０は、典型的にはＬＣＤスクリーンの形状の表示スクリーン１を
備える。スクリーンは、いくつかの異なる情報項目を同時に表示できるように、一つまた
は複数の領域を有していてもよい。
【００１８】
　ラベル１０は、表示されるデータを格納するためのメモリ２も備える。メモリはもちろ
ん異なったメモリ領域からなっていてもよく、各エリアが特定の形式のデータの格納に割
り当てられていてもよい。一例として、本出願人により提案された形式の、従来のＥＳＬ
ラベルのメモリは、１３の異なったメモリ領域から構成されていてもよい。
【００１９】
　表示システムは中央サーバ３を備え、これは、たとえば無線リンクを介して、販売場所
における表示システムの全てのラベルに接続されている。ここで思い起こすこととして、
表示システムは、従来技術に係るラベルおよび本発明に係るラベルの双方を備えていても
よい。
【００２０】
　ラベル１０と中央サーバ３との間でのデータ交換を可能とするために、中央サーバ３と
連結（interface）するためのインターフェース手段４（例えば無線リンクを提供しうる
手段）がラベル１０に設けられている。
【００２１】
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　インターフェース手段４はラベル１０と中央サーバ３との間でのデータ交換に限定され
ず、携帯端末やこの目的で特に提供される外部制御装置とラベル１０との間でのデータ交
換にも拡張されることは記載されるべきである。
【００２２】
　処理ユニット５は、インターフェース手段４を介して中央サーバ３によってラベル１０
に伝送されるデータのメモリ２内への格納を制御し、メモリ内に格納されたデータを表示
スクリーン１に表示する命令を行うように設計されている。
【００２３】
　メモリ内に格納されるための情報とは別に、中央サーバ３はインターフェース手段４を
介してラベル１０へと「コマンド」を送ってもよい。これらのコマンドは処理ユニット５
によって翻訳され実行される。
【００２４】
　この目的において、表示システムにおいて中央サーバ３と本発明に基づく異なるラベル
１０との間に異なった通信モードが設けられている。
　第一の通信モードは、中央サーバ３によって一つのラベル１０へと固有のメッセージが
送信されることからなる。そのような固有のメッセージはもちろん、いくつかのラベルに
送信されてもよい。その場合には、固有メッセージは順次対処される。
【００２５】
　もう一つの別の通信モードは、準汎用的なメッセージを全てのラベルに対して送ること
からなる。
　さらに別の通信モードは、汎用的なメッセージを全てのラベルに対して送ることからな
る。
【００２６】
　ラベル１０の記載に戻れば、ラベルは無線周波数識別チップすなわちＲＦＩＤチップ７
に格納された情報を読み取るための読取手段６をも備える。
　ＲＦＩＤ読取手段６は、その読取手段に近づけられたＲＦＩＤチップの内容情報を読み
取ることが可能なように設計された近接読取手段であってもよい。「近い」とは、２，３
ｍｍから２，３ｃｍ程度の距離を意味すると典型的には理解される。
【００２７】
　読取手段に関連して指摘されるべき事項として、ラベル１０は読み取り範囲内にＲＦＩ
Ｄチップが存在することを検出する手段を備えてもよい。
　さらに、ラベル１０はＲＦＩＤ読取手段６の読取距離を制御するための（図示されない
）手段をも備え、処理ユニット５はその読取距離を制御するための手段を制御するように
設計されていてもよい。
【００２８】
　読取距離を制御するための手段は、読取距離を変化させるために、ＲＦＩＤ読取手段の
電力や周波数を変化させるように命令されてもよい。
　一例として、低電力は約２，３ｍｍから２，３ｃｍまでの近接読取モードを画成するこ
とが可能である。高電力の使用または異なった周波数レンジの使用は、遠隔状態での読み
取り、典型的には約数十ｃｍから２，３ｍの距離、を可能とする。
【００２９】
　「近接」読取は、製品に貼り付けられたＲＦＩＤチップの内容情報を、この製品が意図
的にラベル１０の近くを通過されたときにのみ、読み取ることを可能とする。
　「遠隔」読取は、複数のＲＦＩＤタグ、典型的には同一のラックにある製品に貼り付け
られた全てのタグの内容情報を自動的に読み取ることを可能とする。この「遠隔」読取モ
ードが実行されたときには、読取手段の読取範囲内に全てのＲＦＩＤチップが配置されて
いるため、ラベル１０は、ラベルによって問い合わせされた、異なるＲＦＩＤチップから
の応答間のコンフリクトを管理するための手段を備えることが好ましい。
【００３０】
　近接読取モードによれば、製品が、およびしたがって関連付けられたＲＦＩＤチップが
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、ラベル１０の近くに配置されて、チップの内容情報の恒常的な読み取りを開始させるこ
とが可能である。このことは、連続的な、かつ潜在的には多くの電力消費をもたらす。さ
らに、ＲＦＩＤチップが読取手段の読取範囲内になればすぐにそのチップの内容情報を表
示するように処理ユニット５が設計されているときには、いずれにせよ顧客に必要とされ
る従来のＥＳＬデータ（典型的には価格情報）にとって損害が及ぶほど、チップに格納さ
れた情報は恒常的に表示スクリーンに表示される。
【００３１】
　こうした欠点を是正するために、本発明は、（関連付けられた固有の識別子を有する）
一つのおよび同一のＲＦＩＤチップの内容情報が（調整可能な）所定の回数以上連続して
読み取られることができないように処理ユニット５が設計されていることを提案する。そ
のような場合には、ＲＦＩＤ読取手段は、所定の期間、または異なる識別子のチップが読
み込まれるまで待機状態に置かれるように、処理ユニット５によって制御される。
【００３２】
　さらに、または代替手段として、本発明は、ひとたび待機または起動命令がインターフ
ェース手段４を介して処理ユニットに送られてきたときには、読取手段６の待機および起
動を相互に命令するようにも処理ユニット５が設計されていることを提案する。この待機
／起動命令は中央サーバによって遠く離れて送られてきてもよいし、携帯端末またはラベ
ルと相互通信を開始するようにされた遠隔制御装置によって近くから送られてきてもよい
。
【００３３】
　一例として、ＲＦＩＤ読取手段は販売店が営業開始する前の朝に起動され、ひとたび販
売店が開いたら待機状態に置かれてもよい。
　他の例として、通常状態で待機状態にあって遠隔または近接で読取手段が起動されるこ
とが挙げられる。
【００３４】
　ラベル１０の処理ユニット５はまた、ＲＦＩＤチップからの情報が処理ユニット５から
の要求に応えてラベル１０の表示スクリーンに表示されうるように、読取手段６によって
読み取られた情報のメモリ２への格納を命令するように設計されている。
【００３５】
　ＲＦＩＤ情報をラベル１０のメモリ２内に格納することによって、これらのデータのス
クリーン１への表示は、それゆえ、他のデータ（すなわち、従来技術に係るＥＳＬラベル
によって従来どおり表示され、典型的には中央サーバから来るデータ）と同様に置き換わ
ることができる。
【００３６】
　したがって、（特に無線リンクを介しての）中央サーバ３からの命令（ＲＦＩＤ情報を
表示する命令を送ること）、または従来技術に係るＥＳＬラベルの制御に従来から使用さ
れる携帯端末もしくは遠隔制御装置のような装置からの命令によってその表示は開始され
る。
【００３７】
　例えばＲＦＩＤチップが本発明に係るラベルの近傍に来たらすぐに、または所定の時間
経過後に、自動的にディスプレイに命令するようにプロセスユニットが設計されていて、
表示が自動的に実行されるようになっていてもよい。
【００３８】
　ＲＦＩＤ情報は静的に（固定された表示で）表示されてもよいし、動的に（スクロール
されて、または他の情報と交互に）表示されてもよい。
　図２はＲＦＩＤチップに格納された情報をスクリーンに表示する一例を示している。こ
こでは情報はスクリーンにおいて３つの独立した表示領域に表示され、それぞれが次のこ
とを示している：
　・供給における冷蔵状態の維持（「はい」）
　・販売期限（「１０　０２　０５」）
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　・ＲＦＩＤチップの識別子（１５０６７８５２）
　したがって、ＲＦＩＤ情報はスクリーン３に表示されることができ、文字もしくは記号
（このＲＦＩＤ情報にとって固有のものであってもよいしそうでなくてもよい。）のいず
れか、または、従来技術に係るＥＳＬラベルにおいて従来より使用されている数字、セグ
メント、および記号を使用することによって示されることができる。
【００３９】
　本発明の一つの特定の形態によれば、メモリは、中央サーバ３から来るデータ（従来の
ＥＳＬデータ）を格納するために確保された第一の領域、および一つのまたは複数のＲＦ
ＩＤチップから読み取った情報（ＲＦＩＤ情報）を格納するために確保された第二の領域
を備えてもよい。
【００４０】
　これらの第一および第二の領域は、もちろん、上記のメモリ２を構成する一つまたは複
数の「メモリエリア」から構成されていてもよい。
　処理ユニット５は、あらかじめ定められた順序で、すなわち、所定の間隔でメモリ２に
格納されたいくつかの情報を連続的に表示することで、メモリ２に格納されたデータの表
示命令を可能にするようにも設計されている。例えば、価格情報（従来のＥＳＬデータ）
に続いてＲＦＩＤ情報を連続で表示を提供することが可能である。また、ＥＳＬデータお
よびＲＦＩＤ情報をスクリーンへの同時表示を提供することも可能であり、この目的で、
複数の表示領域を有するスクリーンが使用される。
【００４１】
　もちろん、表示ユニット５はメモリ内に格納されたデータを処理することが可能であり
、それゆえ、従来のＥＳＬデータに基づいて、およびＲＦＩＤ情報に基づいて計算を実行
することができる。
【００４２】
　そのような処理能力は、ラベル１０が、どこか別の場所でなされることを必要とせず、
ラベル１０自身が情報を計算することを可能とする。
　これらの計算能力は、それゆえ、本質的に従来の方法で、表示システムの中央サーバ３
によってラベルへと通信されたデータを処理することに使用されうる。従来のＥＳＬデー
タについて実行された計算の一例は通貨換算の計算である。
【００４３】
　本発明の範囲として、これらの計算能力は、例えば在庫リストを作成する（製品数を数
える）こと、製品が棚に陳列されてから経過した時間を規定すること、使用期限までの残
期間を規定することなどのために、ＲＦＩＤ情報を処理することに有利に使用される。
【００４４】
　これらの計算能力はまた、既にこれまで説明してきたように、ＲＦＩＤチップの読み取
りが中央サーバに格納された追加情報を読み出すことをもたらすようにも使用され、した
がって情報の表示が回復される（価格、ロイヤルティ報奨、など）。
【００４５】
　本発明の特定の一形態によれば、ラベル１０のアドレス（特に中央サーバ３による命令
の伝送および／またはデータの伝送の目的でラベルをアドレス指定するために使用される
）はラベルに関連付けられた製品のＲＤＩＦチップの識別子の全部または一部に相当する
。
【００４６】
　典型的には、品物の参照番号が同一のいくつかの製品が販売場所における陳列棚に置か
れる。製品に関連付けられたＲＦＩＤチップは、同一の物品参照の全ての製品に共通の一
般的な部分、および（特にトレーサビリティの目的で）各製品を識別することを可能とす
る固有の部分を備える識別子を有することを、本発明は提供する。
【００４７】
　このような場合には、ラベル１０のアドレスが、ラベルが関連付けられた製品の識別子
の一般的な部分に相当することを本発明は提供する。
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　もちろん、ラベルのアドレスが製品の識別子全体に相当することを提供しうる。このと
き、ＩＴリンクは（品物の参照番号が同一である）他の製品をこのラベルにリンクするこ
とに使用される。
【００４８】
　さらに、ラベル１０は、一つもしくは複数の電池形式の、または光電池の電源が例示さ
れる電源８を備える。
　有利には、本発明に含まれることとして、電源８は、処理ユニット５、インターフェー
ス手段４、およびＲＦＩＤ読取手段６に電力を供給する。
【００４９】
　ラベル１０は、典型的には筐体内に収納され、有利には、ＲＦＩＤ読取手段６がこの筐
体に一体化される。そのような場合には、読取手段６を収容するための特別な筐体は必要
とされない。このとき、読取手段６は、外からは見えず、このことは、販売場所の陳列棚
の美的外観を向上させ、または少なくとも損なわないことに寄与する。
【００５０】
　もちろん、本発明はそのような一体化に限定されず、読取手段６がラベルの筐体の外に
配置される場合についても拡張される。
　ＲＦＩＤ読取手段６がラベル１０の筐体内に一体化されるときは、本発明に基づいて、
そのような読取手段を備え、特にＲＦＩＤチップに格納された情報の読み取りと表示とを
可能にさせうる、販売場所におけるラベルを識別することが可能なように、独特の標識が
その筐体に取り付けられてもよい。
【００５１】
　最後に記載しておくべきこととして、本発明に係るラベルの最大の利益は、製品情報を
販売店の従業員が入手可能にしたことである。本発明はまた、消費者によってラベルに近
接するように取り扱われた製品のＲＦＩＤチップを読み取ること、および、例えば遠隔制
御装置によりまたはラベルの筐体にこの目的で設けられたボタンを押すことにより、メモ
リ（特に消費者がアクセスすることができるＲＦＩＤ情報を格納する記憶領域）を参照す
ることのいずれかによって、いくつかのデータを消費者も得ることができることを提供す
る。
【００５２】
　一例として、以下の情報はＲＦＩＤチップから読み取られてスクリーンに表示されても
よい：
　・販売期限（ＳＢＤ）
　・使用期限（ＵＢＤ）
　・冷蔵状態の維持が途切れたことの指標。
【００５３】
　また一例として記されるであろうこととして、中央サーバ３と連結するためのインター
フェース手段４を介して、使用者（消費者または従業員）はＲＦＩＤチップ７を備えた製
品をラベル１０の前に差し示すことができ、その製品の販売価格をスクリーン１上で確認
することができる。インターフェース手段、中央サーバ、処理ユニット、スクリーンおよ
び電子ラベルのメモリは、それゆえ、ラベルに最初に関連付けられた価格でない物品の価
格を表示するために使用される。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の取り得る一実施形態に係るラベルのブロック図である。
【図２】ＲＦＩＤチップから読み取られ本発明に係るラベルに表示されうる情報の形式を
示している。
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